
磐田市告示第２９６号 

 磐田市地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付要綱（令和元年磐田市告示

第４９号）の一部を次のように改正する。 

  令和８年５月１８日 

                         磐田市長  草 地 博 昭   

  

 別表第１中「高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業」を「小規模高齢者施設等

のスプリンクラー設備等整備事業」に、「３０人未満」を「２９人以下」に、「認知症高

齢者グループホーム等防災改修等支援事業」を「認知症高齢者グループホーム等の防災改

修等支援事業」に、「高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業」を「高

齢者施設等の換気設備整備事業」に、「防犯対策及び安全対策強化事業」を「ブロック塀

等改修整備事業」に、「地域密着型サービスのうち夜間対応型訪問介護」を「地域密着型

サービスのうち夜間対応型訪問介護）」に改める。 

 別表第２中「高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業」を「小規模高齢者施設等

のスプリンクラー設備等整備事業」に、「９，７１０円」を「１０，４６０円」に、「２，

４４０千円」を「２，６３０千円」に、「１，０８０千円」を「１,１７０千円」に、「３

２５千円」を「３５１千円」に、「認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業」

を「認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業」に、「１５，４００千円」を

「１６，６００千円」に、「７，７３０千円」を「８，３３０千円」に、「高齢者施設等

における換気設備の設置に係る経費支援事業」を「高齢者施設等の換気設備整備事業」に、

「４千円」を「４，３１０円」に、「防犯対策及び安全対策強化事業」を「ブロック塀等

改修整備事業」に改める。 

   附 則 

 この告示は、公示の日から施行する。 


